
長野県警察

１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
自転車は「車両」です。
道路の左側を通行しましょう。

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守るとともに、一時停止のある交差点や見通しが悪い場所では
必ず止まって安全確認をしましょう。

３ 夜間はライトを点灯
夜間の無灯火は、安全確認がおろそかになるばかりでなく、自動車・歩行者から
見えにくく危険です。
薄暗くなったらライトをつけましょう。

４ 飲酒運転は禁止
飲酒運転は重大事故につながります。
自転車も車と同様に飲酒運転は禁止です。

５ ヘルメットを着用
大切な命を守るため、ヘルメットをかぶりましょう。

★５月は自転車月間です★
通勤・通学で自転車を利用している皆さん、自転車の交通ルールを守れていますか？
自転車も「車両」！交通ルールを守って交通事故を防ぎましょう！

（令和６年１１月１日 道路交通法の改正）

運転中のながらスマホ 最大１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助 ３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金


